
　2018年６月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」（平成30年法律第47号）が公布、
施行された。
　本法は、文化芸術が、これを創造し、又は享受する者の障害の有無にかかわらず、人々に心の豊
かさや相互理解をもたらすものであることに鑑み、「文化芸術基本法」（平成13年法律第148号）及
び「障害者基本法」（昭和45年法律第84号）の基本的な理念にのっとり、障害者による文化芸術活
動の推進に関し、基本理念、基本計画の策定その他の基本となる事項を定めることにより、障害者
による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって文化芸術活動を通じ
た障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とするものである。
　本法に基づき、2019年３月に「障害者による文化芸術活動の推進に関する基本的な計画」を策定、
公表した。
　計画は、法律に定める３つの基本理念を基本的な視点とし、2019年度～2022年度までを対象期間
として、11項目の具体的な施策の方向性を記載したものである。計画に基づき、鑑賞や創造、発表
の機会の拡大や、作品等の評価を向上する取組など、障害のある人による文化芸術活動の充実に向
けた各種取組を実施しており、文化庁では2019年度から「障害者等による文化芸術活動推進事業」
を実施し、鑑賞・創造・発表等について先導的・試行的な取組を支援している。
　また、法律では地方公共団体による計画の策定が努力義務とされ、順次策定が進められていると
ころであり、地方における計画策定及び取組の推進についても併せて支援している。
　こうした計画に基づく取組の進捗状況等を踏まえ、2022年度中に計画を改定する予定としている。
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